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木曽川商工会「会員限定商品券」の換金手続について 

 

 この度は、木曽川商工会「会員限定商品券」の取扱店として申込していただき誠にあり

がとうございました。 

日頃は、木曽川商工会事業にご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 標記の件につきまして、下記のとおり実施しますのでよろしくお願い申し上げます。 

今後とも、商工会の事業推進つきましてお力添えを賜りますよう重ねてお願い申し上げ

ます。 

 

記 

 

１．商品券使用期間  令和２年１２月１５日（火）～令和３年 １月３１日（日） 

 

２．商品券換金手続  使用済みの商品券（別紙１参照）と換金請求書（様式１）に必要 

            事項をご記入の上商工会事務局までご持参ください。 

※ 商品券裏面の商品券取扱店名の欄（別紙１を参照）にゴム印や 

手書きで事業所名を必ずご記入下さい。 

 

３．換 金 請 求 期 間  令和３年 ２月 １日（月）～令和３年 ２月２６日（金） 

            午前９時～午後５時（土曜日・日曜日・祝日は除きます。） 

            ※ 換金請求期間が過ぎた商品券は換金手続はしませんので 

ご承知ください。 

 

４．入 金 日  （１）請求日：２月 １日（月）～ ２月 ５日（金） 

               入金日：２月１２日（金） 

            （２）請求日：２月 ８日（月）～ ２月１２日（金） 

入金日：２月１９日（金） 

（３）請求日：２月１５日（月）～ ２月１９日（金） 

入金日：２月２６日（金） 

（４）請求日：２月２２日（月）～ ２月２６日（金） 

入金日：３月 ５日（金） 


